
 

令和８年５月１２日 

入札参加業者各位 

 

福島市財務部契約検査課長 

 

回    答    書 

 

件 名 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借（４９台）  
 

上記の物品賃貸借について質問がありましたので、下記のとおり回答い

たします。 

 

記 

 

№ 質   問   事   項 回   答   

 

 

 

１ 

３仕様⑸セルフテストの結果及び

AED 本体に生じた不具合の内容を、

リモート監視機能等の方法で確認しメ

ール等で担当課様へ連絡すること。あ

りますが、ご担当者様にて弊社監視機

能システムにアクセス頂き、ログインパ

スワードを取得しメールアドレスの登

録いただくことで宜しいでしょうか。

（複数登録可） 

問題ありません。 

 

 

 

２ 

３仕様⑻記録した心電図波形を、パー

ソナルコンピューター（PC）に転送す

る機能を有すること。ありますが、記

録媒体により心電図データを専用

Review ソフト（無償）をインストール

した PC（Windows）に取り込み管理

できる機能で宜しいでしょうか。 

問題ありません。 



 

   

  

３ 

 

 

弊社取り扱い機種ベネハート

C2LTE 通信モデル（心電図表示

可）・ダイナハート FA-S1D（心電図

表示可）が仕様に該当致しますが、

同等機種で宜しいでしょうか。 

 

ダイナハート FA-S1D、ベネハート C2LTE通

信モデルも同等機種とみなします。 

 

 

 

 

４ 

 

 

基準品より、本体液晶画面に除細動実

施回数や CPR の残り時間、使用方法を

表示できることが必須という認識でよ

ろしいでしょうか。 

（救急隊が到着した際の正確な情報引継

ぎ直結すると考えます。） 

 

本体液晶画面については、仕様書の３

仕様⑽に記載のとおりの機能を有して

いることが必須となります。以上より、

除細動実施回数や CPRの残り時間は

必須機能ではありません。 

 

 

 

 

５ 

 

 

セルフテストの結果及び AED 本体に生

じた不具合については、設置先施設の職

員の方からの電話連絡を必要とせず、事

業者側で検知し連絡する対応が必須と

いう解釈でよろしいでしょうか。 

（お客様が異常に気づいたのちに連絡を

頂く方式よりも、事業者が巡回、もしく

はリモート監視で発見する体制と並列の

方が、AED が使用できない状態の早期

解消が図れると存じます。） 

 

仕様書の３仕様⑸に記載のとおり、リ

モート監視機能等の方法で確認とあり

ますので、リモート監視や事業者の巡

回を想定しております。 

 

 

 

6 

 

 

屋外やプールサイド等の環境下におい

て、使用に耐えるだけの防塵性とは、日

本工業規格 電気機械器具の外郭によ

る保護等級（IP コード）で IP66 以上が

必須という解釈でよろしいでしょうか。 

（近隣自治体での屋外設置のＡＥＤ仕様

IP66 以上、もしくは防水対応の収納ボ

ックス付属を参考にしました。） 

 

IP66 以上が必須ではなく、IP55 以上

を想定しています。実際に使用するの

は AED本体となるため、収納 BOXは含

みません。 

 

7 

 

納品検収については各施設への納品時

に行うという認識でよろしいでしょう

か？ 

お見込みのとおりです。 



 

 

 

８ 

 

ＡＥＤを使用した際の心電図データ

ファイル、もしくは印刷物は、ＡＥＤ

本体に記録されている全区間を提

出するという認識でよろしいでしょ

うか。 

お見込みのとおりです。 

 


